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第4部　フィールド競技
第180条　総　則－フィールド競技

競技場所での練習試技

1.  各競技者は、競技開始前に競技場所において練習を行うことが
許される。投てき競技では、あらかじめ決められた試技順で、常

に審判員の監督のもとで練習を行う。

2.  競技が開始されたら競技者は練習の目的でつぎのものを使用す
ることはできない。

⒜　助走路や踏切場所

⒝　棒高跳用ポール

⒞　投てき用具

⒟　投てき用具を持つ持たないに関係なく、サークルや着地場所

〔国内〕　本条⒝は審判長が特に認めた区域において使用可能とす

る。投てき競技においては、誤って手から離れた時に他者に

危害を与えるような物を利用しての練習はできない。

マーカー

3.⒜ 　助走路が使われるフィールド競技では走高跳を除いて、マー
カーは助走路の外側に置かなければならない。走高跳だけは助

走路内に置くことができる。競技者は助走や踏切をしやすくす

るためにマーカー（主催者が準備したもの、または承認したも

の）を2個まで使うことができる。マーカーが準備されない場
合、粘着テープを使用することができるがチョークや類似品お

よび消えないマークは使用できない。

⒝　サークルから行う投てき競技ではマーカーを1個だけ使用す
ることができる。このマーカーはサークルの直後あるいはサー

クルに接して置く。マーカーは各競技者の試技中に一時的に

設置し、審判員の視界を遮るものであってはならない。着地

場所あるいはその脇に個人所有のマーカー（第180条4で示す
標識を除く）を設置することはできない。

　　　それぞれのマーカーは単一の物でできていること。

〔国際〕⒞　大会組織委員会は、棒高跳の助走路に沿って「ゼロ」ラ

インから2.5mから5.0mの間は0.5mごとに、5mから18m
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の間は1mごとに適切で安全なディスタンスマーカーを設置
すること。

パフォーマンス・マーカー

4.⒜　明瞭な旗またはマーカーを置いて現在の世界記録、また必要
であれば、現在の地域、国、大会の記録を示すことができる。

⒝　競技者がおおよその風向と風力を知ることができるように、

すべての跳躍競技と円盤投・やり投においては、適切な場所

に一つ以上の吹き流し状のものを置く。

試技順と試技

5.  競技者は抽選で決められた試技順に従って競技しなくてはなら
ない。試技順に従わなかった場合は第125条5および145条2を
適用する。予選ラウンドがある場合、決勝の試技順は新たに抽

選で決める。 〔参照　第180条6〕
6.  走高跳と棒高跳を除き各競技者が各ラウンドで許されるのは1
回の試技のみである。フィールド競技で8人を超える競技者が競
技を行う場合には、各競技者は3回の試技が許される。その中で
上位の有効な成績を得た競技者8人には、さらに3回の試技が許
される。最後の通過順位において、二人以上の競技者が同じ最

高記録であった場合、第180条22を適用する。このようにして
も同成績であったならば同成績の競技者はそれぞれあと3回試技
を行うことができる。

  競技者が8人以下の場合には、各競技者に6回の試技が許され
る。

  前半の3回のラウンドで有効試技が一つもない競技者も、後半
の試技が許されるが、その試技順は有効試技のある競技者の前

とし、複数いる場合は当初のスタートリスト順とする。

⒜　後半の3回の試技順は、前半の3回までの試技で記録した成
績の低い順とする。

⒝　後半の試技で前半の試技順を変更するにあたって、いずれ

かの順位に同成績がいる場合、そうした競技者の試技順は当

初のスタートリスト順とする。

〔注意〕ⅰ　高さの跳躍については第181条2を参照。
ⅱ　第146条5の下で審判長が競技の継続を許可し一人ま
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たは複数の競技者が「抗議中」として競技を継続する場合、

後半3回のラウンドでは、「抗議中」の競技者は他の競技者
より先に競技を行うものとする。そのような競技者が複

数名存在する場合、競技の順番は当初のスタートリスト

順とする。

ⅲ　その種目で8人以上の競技者がいる場合に、すべての
競技者に4回の試技を認めるということを各国の加盟団体
が国内規定に加えてもよい。

試技の記録

7.  走高跳と棒高跳以外の種目における有効な試技は計測値で表示
する。

  標準的な略語と記号は第132条4を参照のこと。
試技の完了

8.  審判員は、試技が完全に完了するまでは有効を示す白旗を挙げ
てはならない。試技完了は以下に基づいて決定される。

⒜　高さの跳躍の場合、第182条2、第183条2、第183条4に
記載されている失敗が無いか確認後、有効が決定される。

⒝　長さの跳躍の場合、第185条2に基づき審判員が、競技者が
着地場所から離れたことを確認した際、有効が決定される。

⒞　投てき競技の場合、第187条17に基づき競技者がサークル
または助走路から離れたことを確認した後、有効が決定され

る。

予　選

9.  参加競技者が多過ぎ決勝が適正に実施できない時は予選を行
う。予選ラウンドがある時は全競技者が競技をし、その中から

決勝進出者が選ばれなければならない。予選の記録は決勝記録

の一部とはみなさない。

〔国内〕　国内競技会では、参加者が24人を超える時は予選を行う。
10. 予選は通常では競技者を2あるいはさらに多くのグループに無
作為に分けて実施するが、できるならば同じ国やチームの代表

は異なった組にする。 複数のグループが同時に同条件で競技で
きる施設がない時は前のグループの競技が終了した後、ただち

につぎのグループが練習試技を開始すべきである。
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〔国内〕　跳躍競技および砲丸投では予選に限り並列または離れた2
つの場所で行ってもよい。ただし、これらの場所の条件をで

きるだけ同一にする。

11.〔国際〕 　競技会が3日を超えて行われる時、高さを競う種目は、
予選と決勝の間に1日の休息日をおくことが望ましい。

12. 予選の諸条件は主催者が決める。決勝は少なくとも12人で行
う。

〔国際〕　予選の通過標準記録および決勝の競技者数など予選の条件

は、技術代表が決定する。技術代表をおかない場合は、組織

委員会が諸条件を定める。第1条1⒜⒝⒞⒡に該当する競技
会では、特別な規定がない限り決勝は少なくとも12人とす
る。

13. 走高跳と棒高跳を除く種目の予選は、各競技者は3回までの試
技が許される。一度予選通過標準記録に達した競技者は、予選

でその後の試技は許されない。

14. 走高跳と棒高跳の予選では、3回続けて失敗していない競技者
は、もし決勝進出者数が第180条12で規定された人数に達して
いなければ第181条2（試技のパスを含む）に従って、決められ
た予選通過標準記録の高さの最終試技が終わるまで試技を続け

る。決勝進出が決定した競技者は、予選の試技を続けることは

できない。

15. もし事前に決められた予選通過標準記録を突破した競技者がい
なかったり、必要数に満たなかったりした時は、決勝進出者は

予選成績により追加補充する。最後の通過順位に同記録の競技

者が複数名いる場合は競技全体の結果から第180条22あるいは
第181条8を適用して決める。その結果、同成績の場合は、同成
績の競技者は決勝に進める。

16. 走高跳と棒高跳の予選で二つのグループが同時に行われる場
合、各高さにバーを上げるタイミングは同時が望ましい。二つ

のグループは、おおよそ同じ強さのレベルに分けることが望ま

しい。

試技のやり直し

17. いかなる理由でも試技の途中で競技者が妨害されるか、あるい
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は正確に記録することができない場合、審判長は試技をやり直し

させる権限を有する。試技順の変更は認めるべきではない。試

技のやり直しは、個々の状況に応じて適当な時間をおいてから

行うものとする。試技のやり直しが認められる前に競技が先に

進行した場合、やり直しの試技はその時点で終了していないそ

の他の試技が行われる前に行われるべきである。

試技時間

18. フィールド競技において、自身の試技開始を不当に遅らせる競
技者は、その試技をすることを認められず、1回の無効試技と記
録される。不当な遅れであるかどうかは、審判長が全般の状況

を判断して決める。

  種目の担当審判員は、競技者に試技を開始するための用意が完
了していることを示さなくてはならず、試技時間はこの瞬間か

らカウントダウンが始まる。競技者がその試技する意思がない

場合、制限時間が過ぎるのを待って無効試技として扱う。

   棒高跳における時間は、競技者からの事前の申告に従ってバー
が調整された時から開始する。さらに調整するための時間は認

められない。

  もし、試技時間が超過しても、競技者がすでに試技を開始して
いたら、その試技は認められる。

  つぎの時間は、通常の場合超えてはならない。
単独種目
残っている競技者数 走高跳 棒高跳 その他

４人以上 １分 １分 １分

２～３人 １分 30 秒 ２分 １分

１　　人 ３分 ５分 －

連続試技※ ２分 ３分 ２分

※ 　走高跳・棒高跳では、残っている競技者が2人以上で、同一
の高さの時のみ適用する。
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混成競技
残っている競技者数 走高跳 棒高跳 その他

４人以上 １分 １分 １分

２人～３人 １分 30 秒 ２分 １分

１人または連続試技※ ２分 ３分 ２分

※ 　残っている競技者数に関係なく適用し、走高跳・棒高跳で
は高さが変わった場合にも適用する。

〔注意〕ⅰ 　試技をするために許される残り時間（試技時間）を示す
時計は競技者に見えるように設置する。これに加えて試

技に許される時間（試技時間）が残り15秒になった時か
ら審判員は黄旗を挙げ続けるか、その他の方法で適切に

知らせる。

ⅱ　走高跳と棒高跳の場合、試技時間の変更は（同じ高さ

で先に試技をした競技者が競技を終え、人数が減っても）

バーが新しい高さに上げられるまで適用しない。ただし

例外として連続試技となるときには定められた時間を適

用する。

ⅲ　どの競技者も競技開始時、最初の試技時間は1分のみ
とする。

ⅳ　残りの競技者の数を数える際は第1位決定試技に残る
可能性がある競技者も含む。

〔国内〕　時計が設置できない時は残り15秒になった時から審判員
は黄旗を挙げ続けるか、その他の方法で適切に知らせる。

競技中の離脱

19. 審判員の許可を得てかつ審判員が伴った場合に競技者は競技の
進行中に競技場所を離れることができる。

競技場所・競技時刻の変更

20. 当該審判長（または技術代表）は、その競技場所の状態から見
て、競技場所あるいは競技時刻を変更した方が適切と考えた時

は競技場所あるいは競技時刻を変更することができる。しかし、

その変更は1つのラウンド（ある高さや試技回数）が終わった後
でなければならない。
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〔注意〕　風の強さや方向の変化は絶対的な条件ではない。

競技成績

21. 各競技者はそれぞれが行ったすべての試技のうち最もよかった
記録で評価されるものとし、走高跳と棒高跳の場合、同成績と

なった競技者が1位決定のために行った追加試技も含む。
同成績

22. 走高跳と棒高跳を除くフィールド競技では、最高記録が同じで
ある競技者の2番目の記録で同成績かどうかを決める。それでも
決められない時は3番目の記録で以下同様にして決める。もし競
技者が本第180条22を適用しても同一成績であるなら同成績と
する。

  垂直跳躍種目を除き、どの順位においても同成績の場合は1位
の場合も含めて同成績は、そのままとする。

〔注意〕　高さの跳躍については第181条8、第181条9を参照。

A　 高 さ の 跳 躍

第181条　総則－垂直跳躍

1.  競技会が始まる前に審判員主任は、競技者に最初の高さと、優
勝が決まって一人だけになるまで、あるいは第1位決定のための
競技者が決まるまでの、各ラウンド終了後に上げられるバーの

高さを告知しなければならない。　

 〔混成競技は、第200条8⒟を参照〕
試　技

2.  競技者は審判員主任から前もって告知されたどの高さから始め
てもよく、以降の高さについてどの高さを跳んでもよい。3回続
けて失敗すれば、その高さがどの高さであろうとつぎの試技を

続けることはできない。ただし、同成績の第1位を決める場合を
除く。

  この規則により、競技者はある高さで（1回目あるいは2回目
の試技を失敗した後に）2回目あるいは3回目の試技をパスして
も、つぎの高さを引き続き試技できる。
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  もし競技者がある高さの試技を行わない場合、第1位決定の
ジャンプオフの場合を除き、その高さでつぎの試技を行うこと

はできない。

  走高跳と棒高跳において、他のすべての競技者が競技を終えて
いて、ある競技者がその場に不在の場合、与えられた試技時間

が経過した後、審判長は、その競技者は競技を放棄したと見な

すものとする。

3.  ほかの競技者が権利を失った後でも、競技者は自分が権利を失
うまで、さらに試技を続けることができる。

4.  競技者が最後の一人になり、優勝が決まるまでは、
⒜　バーは走高跳で2㎝、棒高跳で5㎝より少ない上げ方をして
はならない。

⒝　またバーの上げ幅を増してはならない。

　　残っている競技者が二人以上でも世界記録を超える高さに

バーを上げることに全員が同意したなら第181条4⒜⒝を適用
しなくてもよい。

　　競技者の優勝が決まった後、バーを上げる高さまたはバー

の上げ幅は当該審判員または審判長と相談の上、競技者が決

定する。

〔注意〕　混成競技には適用しない。

〔国内〕　残っている競技者が二人以上でも、全員の同意があれば第

181条4⒜⒝を適用しないで、日本記録を超える高さにバー
を上げることができる。

計　測

5.  計測は1㎝刻みで、地面から垂直にバーの上部の一番低いとこ
ろで計測する。

6.  バーを新しい高さに上げた時には、競技者が試技を開始する前
にその高さを計測する。記録（世界記録、日本記録（屋外・室内

／シニア・ジュニア））への挑戦の際、計測後の試技でバーに触

れた時は、複数の審判員はつぎに行われる試技の前にその高さ

を再確認しなければならない。

バー

7.  バーはファイバーグラスあるいは金属を除く他の適当な材質で
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つくられたもので、その断面は両端を除き円形とする。バーの

長さは走高跳で4.00m（±0.02m）、棒高跳は4.50m（±0.02m）
とする。バーの最高重量は走高跳で2㎏、棒高跳は2.25㎏とする。
バーの円形部分の直径は30㎜（±1㎜）とする。

  バーは三つの部分からなる。円形の棒とバー止に載せるための
幅30㎜～35㎜、長さ0.15m～0.20mの2個の両端である。

  これらの両端の部分は支柱のバー止の上に置く部分がはっきり
と平坦なかまぼこ形あるいは半円形でなければならない。この

平坦な部分は、バーの垂直断面の中心より高い位置にあっては

ならない。両端の部分は硬く滑らかでなければならない。そし

てこれらはバーとバー止の摩擦を増す効果のあるゴムや他の材

質で作られていたり覆われていたりしてはならない。

  バーはゆがんでいてはならず、バー止にのせた時、走高跳で最
大20㎜、棒高跳で最大30㎜のたわみまで許される。

  弾力性の調整：バー止めに載せた時、バーの中央に3㎏の錘を
吊す。その時、最大走高跳で70㎜、棒高跳で0.11mたわんでも
よい。

順　位

8.  もし二人以上の競技者が最後に越えたのが同じ高さだったと
き、順位の決定は以下の手続きで行う。

⒜　最後に越えた高さで、試技数のもっとも少なかった競技者

を勝者とする。

⒝　第181条8⒜の方法でなお同じ条件の場合は、その試技全体、
即ち最後に越えた高さの前までのすべての試技のうち無効試

技数がもっとも少なかった競技者を勝者とする。

⒞　第181条8⒝の方法でなお同じ条件の場合は、第1位に関す
る場合を除き、同成績の競技者は同順位とする。

⒟　第1位に関して、これらの競技者間のジャンプオフは、事前
に公表された競技会で適用される競技規則の中で、あるいは

競技会開幕後、しかしその種目開始前に技術代表、技術代表

が指名されていない場合は審判長によって、実施しないとの

取り決めがない場合は第181条9に従って行われる。
　　当該競技者がもうこれ以上跳躍しないと決めた場合を含みジャ
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ンプオフが実施されない場合、同成績により第1位となる。〔例
参照〕

〔注意〕　⒟の規則は混成競技には適用しない。

ジャンプオフ（第1位決定戦）

9. ⒜ 　当該競技者は決着がつくまで、あるいはすべての当該競技
者がこれ以上跳躍しないと決めるまで、すべての高さで跳躍

しなければならない。

⒝　各競技者の各高さでの跳躍は1回とする。
⒞　ジャンプオフは当該競技者が最後に越えた高さの第181条1
によって上げた次の高さから始める。

⒟　もし決着がつかない場合、すなわち二人以上の競技者が成

功した場合はバーを上げ、全員が失敗した場合はバーを下げ、

その上げ下げの幅は走高跳で2㎝、棒高跳で5㎝とする。
⒠　もし跳躍しない競技者がいた場合は自動的により高い順位

になる権利は剥奪される。その結果一人の競技者だけが残っ

た場合は、たとえその高さを試みなくとも、その競技者が勝

者となる。

例  （走高跳）

競技者
試     技 無効試

技※

追加試技 順
位1m75 1m80 1m84 1m88 1m91 1m94 1m97 1m91 1m89 1m91

Ａ ○ ×○ ○ ×○ ×－ ×× 1 × ○ × 2

Ｂ － ×○ － ×○ － － ××× 1 × ○ ○ 1

Ｃ － ○ ×○ ×○ － ××× 1 × × 3

Ｄ － ○ ×○ ×○ ×／ 1 4

Ｅ － ×○ ×○ ×○ ××× 2 5

○は成功　　×は失敗　　―はパス

※同記録で順位判定の対象となる競技者についてのみ記入。

競技者Dの1.91mにおける2回目の／印は試技放棄を表す。
競技会の前に審判員主任から告知された高さ：

1.75m；1.80m；1.84m：1.88m；1.91m；1.94m；1.97m；1.99m…
A,B,C,D,Eはいずれも1m88を2回目に成功した。
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第181条8および第181条9の適用方法；審判員は同記録を生じ
た高さの前までの無効試技数を数える。Eは A,B,C,Dよりも無効
試技数が多いので第5位となる。A,B,C,Dはなお第1位の同成績で
あるがDは既に試技放棄をしているので第4位となり、A,B,C全員
が同記録となった次の高さの1m91でさらに追加試技を行う。
全員が失敗したので、バーを1m89に下げて追加試技を行う。C

だけがこの高さを失敗したので、Cの第3位が決まり、Aと Bは
1m91の高さでさらに追加試技を行う。Bだけが成功したので勝者
が決定し Aは第2位となる。
外　力

10. 跳び越える時、競技者には関係のない力（例えば突風）によっ
てバーがバー止からはずれた場合は、

⒜　競技者がバーに触れないで跳び越えた後であれば、その試

技は成功とする。

⒝　その他の状況では、新試技が許される。

第182条　走　高　跳

競技会

1.  競技者は片足で踏み切らなければならない。
2.  つぎの場合は無効試技とする。
⒜　跳躍した後、バーが競技者の跳躍中の動作によってバー止

にとどまらなかった時。

⒝　バーを越える前に、身体のいかなる部分でもバーの助走路

側の垂直面、またはそれを延長した面から先の地面あるいは

着地場所に触れた時。ただし、競技者が跳躍した時に足が着

地場所に触れたが、審判員がなんら有利にならなかったと判

断した場合には、無効試技と見なさない。

⒞　助走して跳躍せずにバーまたは支柱の垂直部分に接触した

場合

〔注意〕　判定を補助するために、バーの助走路側の面ならびにその

延長上で両支柱の外側3mまでの地面に、粘着テープなどで
幅50㎜の白線を引く。その白線を踏んだり踏み越えたりし
た時は無効試技とする。
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助走路と踏切場所

3.〔国際〕 　助走路の幅は16m以上、距離15m以上とする。ただし、
本規則第1条1⒜ ,⒝ ,⒞ ,⒠ ,⒡における競技会では25m
とする。

　〔国内〕 　助走路の幅、距離は、第1種・第2種公認競技場の基本
仕様および長距離競走路ならびに競歩規程、陸上競技場公

認に関する細則による。

3m3m

着地場所

留意点：地面に引く白線の助走路側の端をバーの助走路側の
　　　  面に合わせ、白線は支柱間にも引く。

4.〔国際〕 　支柱間の中間点を中心とし、第182条3で明記されてい
る必要最小限の半径を満たした半円部内での助走路と踏

切地点の最後の15mの最大許容傾斜度は、下方に250分
の1（0.4％）を超えてはならない。

5.〔国際〕 　踏切場所は水平、あるいは、どの傾斜も第182条4およ
び IAAF陸上競技施設マニュアルの条件と一致していなけ
ればならない。

　〔国内〕 　踏切場所の条件は第1種・第2種公認陸上競技場の基本
仕様および長距離競走路ならびに競歩路規程、陸上競技場

公認に関する細則による。

用器具

6.  支柱 ― 支柱は、堅固であればどんな形でもさしつかえない。
そして、それにはバーをしっかり固定できるバー止がなければ

ならない。

  支柱はバーの上端より少なくとも0.10m高くなければならな
い。支柱の間隔は、4.00m～4.04mとする。

7.  審判長が、踏切あるいは着地場所が適当でなくなったと判断し
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ない限りは競技中に支柱を移動することはできない。

  もし移動する時は、その高さの試技が完了してからでなければ
ならない。

8.  バー止は、平らで長方形とし、幅40㎜、長さは60㎜とする。
バー止は、支柱にしっかりと固定され、跳躍中は動いてはならず、

反対側の支柱に向きあうように取りつける。バーの両端は競技

者がバーに触れたら、前方にでもまた後方にでも容易に落ちる

ように、バー止の上に置かなければならない。バー止の表面は

滑らかでなければならない。

  バー止は、バーとバー止の表面が摩擦を増加する効果のあるゴ
ムや他の材質で覆わないようにする。また、バネのようなもの

も一切使用しないようにする。

  バー止めは、バーの両端の下辺と同じ高さとする。

走高跳用支柱、バーおよびバー止

200mm
150mm～

10
0m
m

40
mm

30mm～35mm

30
mm
～
35
mm

30mm～35mm

150mm～200mm
10mm 60mm

10mm 10mm

4m～4m040

3m980～4m020

バーの直径29mm～31mm
バーの重さ最大2.0kg

支
柱

9.  支柱とバーの両端との間は、少なくとも10㎜あけなければな
らない。

着地場所

10. 着地場所は少なくとも幅5m×奥行き3m以上とする。
〔注意〕　支柱と着地場所との間隔は、競技者の落下時、着地場所が



225

動いて支柱に接触しバーが落ちるのを避けるため、少なくと

も0.10mはあけるようにする。

本　体　部 上面マット

2,000mm

6,000mm

3,
00
0m
m

3,
00
0m
m

走高跳用マット

2,000mm2,000mm

〔国内〕　着地場所にマットを用いる場合、その大きさは小さくとも

幅6m以上、奥行3m以上とする。 〔参照　陸上競技場公認に
関する細則第13条〕

〔国際〕　第1条1⒜⒝⒞⒠⒡に該当する競技会の場合、着地場所は、
幅6m×奥行き4m×高さ0.7mを下回ってはならない。その
他の競技会の場合は、幅5m×奥行き3m×高さ0.7m以上と
すべきである。

第183条　棒　高　跳

競技会

1.  競技者はバーの助走路側の端を、ボックス先端のストップボー
ド内側上縁から着地場所に向かって0.80mまでの間のどこに移
動してもよい。競技者は競技が始まる前に当該審判員に自分が

希望する最初の試技のバーの位置を申し出なければならない。申

告されたバー位置は記録される。

  もし、その位置を変更したい時は前の希望位置でバーがセット
される前に、当該審判員に申し出る。これを怠った時は新しく

セットする時間も制限時間に含まれる。

〔注意〕　ボックス先端のストップボード内側上縁と平行で助走路の

中心線と直角に幅10㎜の見分けられる色の線を引く（ゼロ・
ライン）。同様の線（50㎜以下）は、着地マットの表面にも
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引き、さらに支柱の外側まで延長しなくてはならない。助走

をしてくる競技者により近いラインの端はストップボードの

後側のラインと一致する。

2.  つぎの場合は無効試技とする。
⒜　跳躍した後、バーが競技者の跳躍中の動作によってバー止

にとどまらなかった時

⒝　バーを越える前に、身体のいかなる部分またはポールがス

トップボードの上部内側の垂直面を越えた地面あるいは着地

場所に触れた時。

⒞　踏切った後、下の方の手を上の方の手の上に移す、あるい

は上の方の手をさらにポールの上に移した時。

⒟　跳躍中の競技者が、自分の手でバーを安定させたり、置き

直したりした時。

〔注意〕ⅰ 　競技者が助走路の幅を示す白線の外側のどこを走って
も無効試技とはならない。

ⅱ　ポールが正確にボックスに突っ込まれた後、跳躍の最

中ポールがマットに触れた場合は無効試技とはならない。

3.  競技者は、ポールの握りをよくするために手あるいはポールに
物質を使うことができる。手袋の着用が認められる。

4.  ポールが手を離れた後、もしポールがバーあるいは支柱から離
れた方向に倒れるのでなければ競技者を含む誰もポールに触れ

てはならない。ポールに触れた場合、もしポールに触れなけれ

ばポールがバーや支柱に当たりバーを落としたであろうと審判

長が判断した時は、その試技は1回の無効試技となる。
5.  試技中に競技者のポールが壊れた時は無効試技と見なさず新試
技が許される。

助走路

6.  助走路の最短距離はゼロ・ラインから40mとし、事情が許せ
ば45mとする。助走路の幅は最大1.22m± 0.01mとし、両側に
幅50㎜の白線を引かなければならない。

〔注意〕　2004年1月1日以前に建造された競技場において助走路の
幅は最大1.25mでよい。

〔国内〕　2004年1月1日から2010年3月31日までに建造された競
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技場において助走路の幅は1.22m～1.25mとする。
7.〔国際〕 　助走路の最大許容傾斜度は、IAAFが例外を認めるに足

る特別な状況がある場合を除き、幅で100分の1（1％）に
すべきであり、助走の方向で最後の40mの下方傾斜度は
1,000分の1（0.1％）を超えてはならない。

　〔国内〕 　踏切場所の条件は第1種・第2種公認陸上競技場の基本
仕様および長距離競走路ならびに競歩路規程、陸上競技場

公認に関する細則による。

用器具

8.  ボックス ― 棒高跳の踏切は、ボックスを使って行われる。ボッ
クスは上部の隅が丸められるか柔らかい適切な材質でつくり、助

走路と同じ高さに埋める。ボックスの底面の内側は長さ1.00m、
前端の幅は0.60mとし、ストップボードの基部で0.15mになる
ように徐々に幅が狭くなる。ボックスの助走路面上の長さとその

深さは、ボックスの底面とストップボードのなす角度が105度と
なるように決める。（寸法と角度の誤差許容度：±0.01m、－ 0°
/ + 1°）

  ボックスの底は、前端の助走路と同じ高さから、底がストップ
ボードと出あう頂点の部分（地面から0.20mの深さになる）まで
なだらかに傾斜する。ボックスの側板は、ストップボードにもっ

とも近いところでほぼ120度をなすよう、外側に傾斜しなければ
ならない。

〔注意〕　競技者は、自分が競技を行う際に、さらなる保護のために

ボックスの周りにクッションを置くことができる。かかる用

具の設置は、競技者の試技に割り当てられた時間内に行わな

ければならず、競技を終えた後、直ちに当該競技者が取り除

くものとする。第1条1項⒜⒝⒞⒠⒡の国際競技会において
は、主催者がこれを提供するものとする。
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全天候舗装の場合は不要

グランドレベル

200mm 

800mm 

200mm 

408mm 

1m080
50mm

30mm以上

50mm

120°

30° 105°
224mm

600mm 150mm

約23
1mm 1m

金 属 板

棒高跳用ボックス規格

着地場所

ボックス

垂

直

面

9.  支柱は、堅固であればどんな形でもさしつかえない。着地マッ
トより高い部分における支柱の金属製の土台および支柱の下部

は、競技者やポールの保護のために適切な材質のクッションで

覆わなければならない。

10. バーは、競技者あるいはポールが触れたら着地場所の方向に容
易に落ちるように、水平なバー止に置かなければならない。バー

止には、いかなる種類のきざみ目も、またギザギザもついてい

てはならず、全体が同じ太さでその直径は13㎜以下とする。バー
止の支持部からの長さは55㎜を超えてはならないし、垂直に設
置されたバー受け止めも、滑らかな材質でバーがその上に乗らな
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いように組み立てられなければならず、バー受けの上35㎜～40
㎜まで許容される。

   バー止の間隔は4.30m～4.37mとする。
   バー止は、バーとバー止の表面が摩擦を増加する効果のある
ゴムや他の材質で覆わないようにする。また、バネのようなも

のも一切使用しないようにする。

〔注意〕　競技者が支柱の基部に落下して怪我をすることを防ぐため

に、バー止は支柱に恒久的に取りつけられた張出し部分につ

けてもよく、こうしてバーの長さを延長することなく支柱の

間隔を拡げることができる。〔図参照〕

500mm～700mm

35～40mm

55mm

φ＝13mm

棒高跳用支柱
バ－止側面図

（
例

　
）
1

500mm～700mm

35～40mm（
例

　
）
2

棒高跳用支柱上部
500mm～700mm

35～40mm

55mm

φ＝13mm

棒高跳用支柱
バ－止側面図

（
例

　
）
1

500mm～700mm

35～40mm（
例

　
）
2

棒高跳用支柱上部
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平面図　単位：mm

側面図

45°

45°

45°

B

A

A

800

6000

60002000
150

棒高跳用マット

棒高跳用ポール

11. 競技者は自分のポールを使用してよい。私物のポールは、その
所有者の同意がない限り使うことはできない。

  ポールの材質（材料の混合を含む）、長さ、太さは任意であるが、
表面は滑らかでなければならない。

  ポールの握り部分（手を保護するため）にはテープと下部（ポー
ルを保護するため）にはテープそして /あるいは適切な物で覆っ
てもよい。握り部分のテープは必然的に重なり合う部分を除き

均一でなければならず、ポールにリングを付けたように厚みが

突然変わるような状態にしてはならない。

着地場所

12. 着地場所は少なくとも幅5m×奥行き5m以上とする。ボック
スに最も近い側の着地場所は、ボックスから0.10m～0.15m離し、
約45度の傾斜をつける。〔図参照〕

〔国際〕　第1条1⒜⒝⒞⒠ -⒤⒡に該当する競技会では、着地場所は、
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正面の張り出し部分を除いて、幅6m、奥行6m、高さ0.8m
より小さくてはならない。正面の張り出し部分の長さは、す

べての場合において最短2mとする。

B　長　さ　の　跳　躍

第184条　総則－水平跳躍

助走路

1.  踏切線から計測した助走路の最短距離は40mとし、状況が許
せば45mとする。助走路の幅は1.22m±0.010mとし、助走路
の両側に幅50㎜の白いラインを引かなければならない。

〔注意〕　2004年1月1日以前に建造された競技場において助走路の
幅は最大1.25mでよい。

〔国内〕　2004年1月1日から2010年3月31日までに建造された競
技場において助走路の幅は1.22m～1.25mとする。

2.〔国際〕 　助走路の最大許容傾斜度は、IAAFが例外を認めるに足
る特別な状況がある場合を除き、幅で100分の1（1％）に
すべきであり、助走の方向で最後の40mの下方傾斜度は
1,000分の1（0.1％）を超えてはならない。

踏切板

3.  踏切り地点を示すために助走路および砂場の表面と同じ高さに
踏切板を埋める。踏切板の砂場に近い方の端を踏切線と呼ぶ。踏

切線のすぐ先に、判定しやすいように粘土板を置かなければな

らない。

4.  構造 ― 踏切板は競技者の靴のスパイクがグリップし滑らな
い木または他の強固な材質でつくられた直方体のもので長さ

1.22m、幅0.2mで、厚さは0.1m以内とする。踏切板は白色でな
くてはならない。

〔国際〕　踏切板の大きさは、長さ1.22m±0.01mとする。
5.  粘土板 ― 粘土板は幅0.10m、長さ1.22mの木あるいは他の材
質の強固な板でつくり、踏切板とは区別できる別の色でなけれ

ばならない。可能な限り粘土も他の二つの色と区別できる色と
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する。粘土板は、砂場に近い踏切板の縁の窪みに埋める。その

表面は、踏切板の水平面から7㎜（±1㎜）盛り上がっていなけ
ればならない。

  粘土板は、その長さに沿って1㎜の厚さの粘土層で覆い、助走
路に近い縁で45度の傾斜をつけるか、あるいは粘土を埋めた時
は45度の傾斜がつくように隅を削り取る（図参照）。

  粘土板上部の踏切板に近い方の端約10㎜もまた全長にわたっ
て粘土で覆う。

助走方向 粘土
踏切線

踏切板 最小7mm

最大100mm

7mm±1mm

100mm±2mm

10mm

200mm±2mm 45°

走幅跳踏切板

  窪みに粘土板が埋められた時は、全体が競技者の脚力を受け止
めるのに十分固くなくてはならない。粘土板の表面は、競技者

の靴のスパイクをしっかり捕らえ、滑らない材質でなければな

らない。

  粘土の層は、競技者の足跡を除去するためにローラーあるいは
適当な形のヘラで平らにならす。

〔注意〕　足跡をならす間に競技が遅れないようにするため、予備の

粘土板があれば好都合である。

〔国際〕　粘土板の幅は0.10m±0.002m、長さ1.22m±0.01mとす
る。
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走幅跳着地場所

助走路 2m750～3m

テープ

中心線

着地場所

6.  砂場の幅は2.75m～3mとする。砂場は、できればその中央と
助走路の中央の延長が一致するように位置させる。

〔注意〕　助走路の中心線が砂場の中央と一致しない場合には助走路

の中心線の延長の両側を同じ幅とし、上記の規定の幅となる

ように状況に応じ砂場の片側または両側にテープを貼らなけ

ればならない。（図参照）

7.  砂場は柔らかい湿った砂で満たされ、上部表面は踏切板と水平
にしなければならない。

距離計測

8.  跳躍の計測は有効試技終了後（または、第146条5に定める口
頭による即時抗議が行われた後）、直ちに行わなければならない。

跳躍距離は、身体の部分または着地時に身に付けていたすべて

のものが着地場所に残した痕跡の踏切線に最も近い箇所から踏

切線またはその延長線上の地点までを計測する。

9.  距離を競う跳躍種目において、その距離は、㎝未満の端数を切
り捨てた1㎝単位で記録しなければならない。

風力測定

10. 風向風速計は、第163条8および第163条9に記載のものを使
用し、第163条11および第184条12に従って操作し、第163条
13に従って読みとる。

  〔参照　記録の公認条件：第260条17⒝〕
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11. 当該審判長は、風向風速計を踏切線から20mの地点に確実に
設置しなければならない。高さはほぼ1.22mとし、助走路から
2m以上離してはならない。

12. 風速は競技者が踏切板から走幅跳で40m、三段跳で35m離れ、
助走路の脇に置かれたマークを通過する時から5秒間計る。もし
競技者が40mまたは35mよりも短い距離の助走をする場合は、
助走を開始した時から計る。

第185条　走幅跳

競技会

1.  つぎのような場合は無効試技とする。
⒜　競技者が跳躍しないで走り抜けたり、跳躍の際に身体のど

こかが踏切線の先の地面に触れたりした時。

⒝　踏切線の延長線より先でも手前でも、踏切板の両端よりも

外側から踏切った時。

⒞　助走あるいは跳躍動作中に宙返りのようなフォームを使っ

た時。

⒟　踏切後、着地場所への最初の接触前に助走路あるいは助走

路外の地面あるいは着地場所の外側の部分に触れた場合

⒠　着地の際、砂に残った最も近い痕跡よりも踏切線に近い砂

場の外の境界線または地面に触れた時。

　⒡　第185条2に定める以外の方法で着地場所を離れた場合。
〔注意〕　第185条1⒠の動作とは、着地場所内において着地で最初

に残した痕跡よりも踏切線に近い方に完全にバランスを崩し

た（あるいは歩いて戻る）ことも含む。

2.  着地場所を離れる際、競技者の足が砂場との境界線上または砂
場外の地面へ最初に触れる位置は踏切線に最も近い痕跡よりも

踏切線より遠くなくてはならない。  〔参照　第185条1⒡〕
〔注意〕　この行為を着地場所からの離脱とみなす。

3.  以下の場合、競技者は試技無効とはならない。
⒜　助走の途中どこかの地点で助走路を示す白線の外側にはみ

出た場合。

⒝　第185条1⒝に定める場合を除き、踏切板の手前で踏み切っ
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た場合。

⒞　第185条1⒝において、踏切線より手前で競技者の靴または
足の一部が踏切板のいずれかの端の外側の地面を踏んだ場合。

⒟　着地の際に、身体の一部またはその時に身に着けていたも

のが着地場所の境界線またはその外側の地面に接触した場合。

ただし、第185条1⒟または⒠に該当する場合は除く。
⒠　第185条2に定めるとおりの方法で着地場所をいったん離れ
た後に着地場所を通って戻ってきた場合。

踏切線

4.  踏切線と砂場の遠い端との距離は、少なくとも10mとする。
5.  踏切線は、砂場の近い端から1m～3mに位置しなくてはなら
ない。

〔国内〕　本連盟が主催、共催する競技会では、踏切線と砂場の距離

は2mを標準とする。

第186条　三　段　跳

　第184条と第185条および次に加える条項を三段跳に適用する。
競技会

1.  三段跳はホップ、ステップおよびジャンプの順で成立っている。
2.  競技者はホップで踏切った同じ足で最初に着地し、ステップで
は反対の足で着地し、つづいてジャンプを行う。

  跳躍中に “振り出し足 ”が地面に触れても、無効試技とはなら
ない。

〔注意〕　第185条1⒟は、ホップとステップによる着地には適用せ
ず、最後のジャンプ後にのみ適用する。

踏切線

3.  男子の踏切線は、砂場の遠い方の端から少なくとも21m以上
とする。

〔国内〕　女子はこの限りではない。

4.〔国際〕 　国際競技会では、踏切版を男女で分けなければならない。
踏切線は砂場の近い方の端から男子13m、女子11mより
も短くしない。その他の競技会では、この距離間隔は競

技会のレベルにあわせて行う。
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　〔国内〕 　国内競技会では、踏切板は、砂場の近い方の端から男子
13m、女子10mよりも短くしないことが望ましい。また、
競技者のレベルに合わせて審判長が判断し、男女ともに砂

場までの距離を短くすることができる。

5.  ステップとジャンプを行う踏切板と砂場の間は踏切区域とい
い、その区域は少なくとも幅1.22m±0.01mで、堅く均一の足
場を備えていなければならない。

〔注意〕　2004年1月1日以前に建造された競技場について、踏切区
域の幅は最大1m250でよい。

〔国内〕　2004年1月1日から2010年3月31日までに建造された競
技場において、踏切区域の幅は1.22m～1.25mとする。

 

C　投 て き 競 技

第187条　総則－投てき種目

公式用具

1.  本連盟が主催、共催する競技会で用いる用具は本連盟の検定品
でなければならず、現在、本連盟の規定した規格に合ったもの

だけが使用できる。238ページの表に各年齢区分に用いる用具の
規格を示す。

〔注意〕　現行の標準の用具認証および更新申請書は IAAF事務局あ
るいは IAAFのウェブサイトから入手できる。

2.  本連盟が主催、共催する競技会における用具は主催者が用意す
る。これらの競技会で競技者は他のいかなる用具も使うことは

できない。

〔国内〕　本連盟が主催、共催する競技会において総務は該当する各

競技会規定に基づき、競技者個人所有または製造会社提供の

用具の使用を認めることができる。ただし、主催者が用意し

た投てき用具としてリストに記載されていない場合で、本連

盟検定済みのもので競技前に主催者により検査を受け合格の

マークが記したものでなけれればならない。このとき、すべ

ての競技者が使用できることが条件となる。
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〔国際〕　以下に述べる場合を除き用具は組織委員会が用意する。技

術代表は該当する各競技会規定に基づき、競技者個人所有ま

たは製造会社提供の用具の使用を認めることができる。ただ

し、それらが IAAF認定済みで競技前に主催者により検査を
受け合格のマークが記してあり、すべての競技者が使用でき

ることが条件となる。そのような用具と同モデルが組織委員

会が用意した投てき用具としてリストに記載されている場合

は認められない。

3.  競技会中はどの用具に対しても変形させたり調整したりしては
ならない。

助　力

4.  以下に掲げるものは助力と見なされ、認められない。
⒜　2本またはそれ以上の指にテープを巻くこと。もし手や指に
テープを使用する場合は、2本あるいはそれ以上の指にテープ
を巻き、それぞれの指が独立して動かせないような巻き方を

してはならない。手や指にテープを使用する場合、競技開始

前に審判員主任に見せなければならない。

⒝　試技を行う際に、身体に重りを装着する等、何らかのかた

ちで助けとなる用具を使用すること。

⒞　ハンマー投以外で手袋を着用すること。ハンマー投の場合

も、手袋は表裏ともに滑らかなものでなければならず、手袋

の指先は親指を除き、切れているものでなければならない。

⒟　サークル内または靴に何らかの物質を吹き付けたりまき散

らしたりすること、または、サークルの表面をざらざらにす

ること。

5.  以下に掲げるものは助力と見なされず、認められる。
⒜　にぎりをよくするために手だけに適切な物質をつけること。

ハンマー投の競技者は手袋に、砲丸投の競技者は首にそのよ

うな物質をつけることが認められる。

⒝　砲丸投と円盤投で、競技者がチョーク等の物質を用具につ

けること。ただし、手のひらや用具についた物質は、ぬれた

布で簡単に拭きとれ、後に残らないものでなければならない。

⒞　第187条4⒜の規定の違反にならない手や指のテーピング。
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76mm

20mm

コンクリート

フイルドレベル

ハンマー投
砲　丸　投

円　盤　投

2m135
2m500

6mm×76mm×76mm

ハンマー投：2m135

円　盤　投：2m500

6mm×76mm×76mm

76mm

20mm
金属が望ましい

フイルドレベル

水抜き穴

34.92°

φ25

φ40

硬質ビニール管
排水溝につなぐ

投てきサークル

6.  サークルの縁枠は、鉄、スチールあるいは他の適当な材質でつ
くり、その上部は外側の地面と同じ高さにする。サークル周囲

の地盤は、コンクリート、合成材質　アスファルト、木材また

は他の適切な材質とする。

  サークルの中はコンクリート、アスファルトまたは他の堅固で
滑りにくい材質でつくる。この内部の表面は水平で、サークル

の縁枠の上端より20㎜（±6㎜）低くする。
  砲丸投では、この仕様に見合う移動式サークルを使用してもよ
い。

7.  サークルの内側の直径は、砲丸投とハンマー投で2.135m（±
0.005m）、円盤投で2.50m（±0.005m）とする。
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50mm

750mm

34.92゜

90゜

2m500
±5mm

50mm

白線

円盤投サークル

ハンマー投サークル

50mm

750mm

34.92゜

90゜

2m135
±5mm

50mm

白線

  サークルの縁枠の厚さは少なくとも6㎜とし白色とする。ハン
マーは円形のリングを置くことによってサークルの直径を2.50m
から2.135mにせばめられれば円盤投のサークルから投げてもよ
い。

〔注意〕　円形のリングは第187条7によって求められている白線が
はっきり見えるように白以外の色であることが望ましい。

8.  幅50㎜の白線を、サークルの両側に少なくとも0.75mの長さ
に引く。その線は塗装するか、あるいは木材またはその他の適当

な材質でつくる。白線の後縁は着地場所の中心線に対して直角で

サークルの中心を通る直線上にあるようにしなければならない。
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やり投の助走路

9.  やり投の助走路の長さは最短30mとする。ただし、第1条1⒜
⒝⒞⒠⒡に該当する競技会においては、最短33.50mとする。条
件が許せば36.50m以上であることが望ましい。助走路は幅50
㎜のラインで、間隔4mの平行線で示される。投てきは半径8m
のスターティング・ラインの後方から行う。このスターティング・

ラインは少なくとも幅70㎜で、じかに塗装した白線または白く
塗られた木板あるいはプラスティックのような耐腐食性の適切

な物質でグランドと同じ高さにつくる。スターティング・ライ

ンの両端から助走路を示す2つの平行線に直角にそれぞれライン
を引く。この二つのラインは、いずれも少なくとも幅70㎜、長
さ750㎜とする。

〔国際〕　助走路の最大許容傾斜度は幅で100分の1とし、助走路の
20m地点から助走の方向への下方傾斜度は1,000分の1を超
えてはならない。

〔国内〕　スターティング・ラインの材質は金属板でもよい。

着地場所

10. 着地場所は、痕跡が残るシンダーや芝生または他の適当な素材
でつくらなければならない。

11. 着地場所の最大許容下方傾斜度は投げる方向で1,000分の1と
する。

12. ⒜ 　やり投を除いて、着地場所の範囲は、サークルの中心で交
わる34.92度の角度をなす幅50㎜の白線の内側の縁で示す。

〔注意〕　34.92度の角度は、投てき角度を示すラインがサークルの
中心から20mの地点において12m（20m×0.60）の間隔に
なるようにすると正確に設定できる。このように中心から

1m離れるに従って0.6mずつ増さねばならない。
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50mm

45m

35m

25m

15m

4m

4m

8m

8m

30

50

m

m

70
m

90
m

スターティングライン

約29°

最小70mm

最小
750mm

⒝　やり投の着地場所の範囲は、幅50㎜の白線で角度を示し、
その白線の内側の縁を延長すると円弧と平行する助走路を示

す白線が交差する二つのポイントを通過し、円弧の中心で交

わるようになる。着地場所の範囲の角度は、28.96度とする。
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試　技

13. 砲丸投、円盤投、ハンマー投はサークルから、やり投は助走路
から投てきを行う。サークルから行う試技では競技者はサーク

ルの内側で静止の状態から投げ始めなければならない。競技者

はサークルの縁枠の内側に触れてもよい。砲丸投では第188条2
に示すとおり足留材の内側に触れてもよい。

14. 競技者が試技中に、つぎのことをした時は1回の無効試技とす
る。

⒜　砲丸あるいはやりを第188条1および第193条1で定められ
た以外の方法で投げた時。

⒝　サークル内に入って投てきを始めた後、身体のどの部分で

も、サークルの縁枠の上部（または上部内側角）あるいはサー

クルの外側の地面に触れた時。

⒞　砲丸投で身体のどの部分でも足留材の内側（上部の縁と判定

した部分を除き）以外に触れた時。

⒟　やり投で身体のどの部分でも助走路を示したラインや助走

路の外側の地面に触れた時。

〔注意〕　競技者の投げた円盤やハンマーの一部が囲いに当たっても

他の規則に違反していなければ無効試技とは見なさない。

15. 各投てき競技の規則に反しない限り、競技者は一度始めた試技
を中断してよいし、用具をサークルや助走路の中でも外でも、一

旦下に置いてもよいし外に出てもよい。サークルや助走路を出る

時は、競技者は第187条17の規定に従って外に出て、改めてサー
クルや助走路に戻り、新たに試技を始めなければならない。

〔注意〕　この項で許される動作は、第180条18の制限時間に含ま
れる。

16. 砲丸・円盤・ハンマーの頭部・やりの頭部が最初に着地して
残した痕跡が区画ラインや区画ラインの外側地面あるいは他の

物体（第187条14〔注意〕による囲いを除いて）に触れた場合は、
無効試技とする。

17. 投げた用具が着地する前に競技者がサークルや助走路から出た
場合や以下の場合は、無効とする。

⒜　サークルからの投てきでは、サークルを出る時は、縁枠の
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上部またはサークルの外の地面に最初に触れるのは、サーク

ルの中心を見通してサークルの両側に引かれている白線より

完全に後方でなくてはならない。

〔注意〕　縁枠の上部もしくはサークル外の地面に最初に触れたと

き、サークルからの離脱とみなす。

⒝　やり投の場合は、競技者が助走路を離れる時に助走路を示す

平行線あるいは助走路外のグラウンドに最初に触れる場所は、

スターティング・ラインおよび脇に引かれた白線の完全に後

方でなければならない。用具が一度地面に触れた後に、競技

者がスターティング・ラインの4m後方で助走路を横切って引
かれたライン（塗装されているか、もしくは助走路脇のマーク

で示されたイメージ上のライン）に触れるかより後ろに下がっ

た場合、助走路を離れたと見なされる。投てき物が落下した

時に、助走路内にいてもそのラインより後方であれば助走路

を正しく離れたとみなしてよい。

18. 投てきが終わったら、用具はサークルや助走路のところへ運ん
で返さなければならない。投げ返してはならない。

計　測

19. 投てき競技において、その距離は、㎝未満の端数を切り捨てた
1㎝単位で記録しなければならない。

20. 投てきの計測は、有効試技終了後（または、第146条5に定め
る口頭による即時抗議が行われた後）、直ちに以下のとおり行う

ものとする。

⒜　砲丸、円盤、ハンマーの頭部の落下による痕跡のサークル

にもっとも近い地点から、サークルの中心をつなぐ線上のサー

クルの内側まで。

⒝　やり投では、やりの頭部が最初に落下した痕跡から、スター

ティング・ラインの中心をつなぐ線上のスターティング・ラ

インの内側まで。

第188条　砲　丸　投

競技会

1.  砲丸は肩から片手だけで投射する。競技者がサークルの中で投
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射を始めようと構えた時には、砲丸はあごまたは首につけるか、

あるいは近接した状態に保持しなければならない。投射の動作中

は、その手をこの状態より下におろしてはならない。また、砲

丸を両肩を結ぶ線より後にもっていってもいけない。

〔注意〕　カート・ウィーリング（前方倒立回転）投法は許可されない。

足留材

2.  構造－足留材は白く塗装し木または他の適当な材質でつくった
もので、形は内側の縁がサークルの内側の縁と合致するような

円弧であり、サークルの表面に対して垂直となるようにする。扇

形の区画線の中央に位置し、地面もしくはサークル周囲のコン

クリートにしっかり固定できるようにつくらなければならない。

〔注意〕　IAAF1983/1984仕様の足留材は引き続き許可される。
3.  寸法 ― 足留材は幅0.112m～0.30m、サークルと同じ半径の
弧の弦の長さは1.21m（±10㎜）、サークルの内側の表面に隣接
している足留材の高さを0.10m（±0.008m）とする。

砲　丸

4.  構造 ― 砲丸は、鉄、真ちゅう、真ちゅうより軟らからかくな
い金属球、または上記の金属の殻（から）に鉛その他の材質をつ

めたものとする。砲丸の形状は球形でその表面の仕上げは滑ら

かとする。滑らかであるためには表面の荒さは1.6μm、即ちラ
フネスナンバー N7 未満でなければならない。

〔国内〕　中学女子用については、鋳鉄製のみとする。

5.  砲丸は別掲（238ページ）の仕様に一致しなければならない。

〔国内〕　中学男子四種競技砲丸投は、4㎏の砲丸を使用する。
  〔参照　第200条末尾　〔国内〕〕

34.92゜

650mm60

284mm70

黒色
幅50mm

50mm 50mmテープまたは
　　　ライン115mm115

mm

足留材

砲丸投50mm
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1m2201m220

2m1352m135
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足留材 フイルド
サークル 98mm～

102mm
20mm（±3mm）

足留材の留め穴

60mm
30mm

17mm 35mm
100mm 80mm

114mm
足留材断面

砲丸投

または下図のような仕様でもよい

284mm70
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砲丸投

または下図のような仕様でもよい

284mm70

第189条　円　盤　投

円　盤

1.  構造 ― 円盤の胴体は、中身が充填されていても中空でもよく、
木またはその他の適当な材質と金属の縁枠でできており、縁枠

の角は円くなっている。縁の断面は半径6㎜の正しい円弧とする。
  金属の板を両面の中心に水平にはめこんでもよい。別の仕様と
して、もしその部分が平面であり、用具の寸法や総重量が仕様

に一致していれば金属板なしで円盤をつくってよい。縁の円弧

の始まるところから、円盤の中心より25㎜～28.5㎜の円周にい
たる円盤の両面は直線で傾斜させる。

  円盤の断面は、つぎのように設計されていなければならない。
縁の曲線部の始めから円盤の厚みは、縁の最大厚のDの部分ま
で規則的に増加する。

  厚みが最大になるのは、円盤の軸 Yから25～28.5㎜の距離の
ところである。この部分から円盤の軸 Yのところまで厚さは一定
である。円盤の上面、下面ともに同一でなければならず、また軸

Yの周りの回転に関してバランスがとれなければならない。円盤
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の縁の表面はでこぼこがなく、仕上がりは全体が円滑（第188条
4参照）でかつ均一でなければならない。

2.  円盤は別掲（238ページ）の仕様に一致しなければならない。

6mm

12mm～13mm

50mm
～57mm

男子44～46mm
女子37～39mm

ユース男子
38～40mm
高校・ジュニア男子
41～43mm

ユース男子200～202mm
高校・ジュニア男子210～212mm

Y

D

第190条　円盤投用囲い

1.  円盤投は観衆、役員、競技者の安全を確保するために囲いの中
から投げる。この規則で明記された囲いは、この種目が競技場の

外で観客と一緒になって実施される時に、あるいはこの種目が競

技場の中で他の種目と同時に実施される時に使用することを目

的としている。この条件が当てはまらない時、特に練習場にお

いては、もっと簡単な構造でも構わない。本連盟もしくは IAAF
から指導があった場合にはそれに従う。

〔注意〕　第192条で定めるハンマー投用の囲いは円盤投にも使用し
てもよい。その場合2.135mと2.50mの同心円のサークルか、
ハンマー投用サークルの前方に円盤用サークルを別個に設置

し、囲いの門口を拡張して使用してもよい。

〔国内〕　本連盟ではハンマー投の囲いを兼用型にしてある。

2.  囲いは2㎏の円盤が秒速25mの速度で動く力を防止できるよ
うに設計し、製作されなければならない。この仕様は円盤を制止

するために囲いの鋼材に当たり競技者の方へはね返ったり、囲い

の上部から外側に飛び出したりしないようにする。この規則の必

要事項を満たせば、囲いの形状や構造はどのようにしてもよい。
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（±0.005）

34
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2°

0.05m

Min.3.00m

3.  囲いの形状は図示してあるようにU字型とする。U字型の門
口は6mとし、投てきサークルの中心から5m前方の位置とする。
開口部の幅6mは囲いのネットの内側で計らなければならない。
パネルあるいは掛け網のもっとも低い部分の高さは4m以上とす
る。円盤が囲いの継手個所や、パネルあるいは掛け網の下部を

突き抜けるのを防止するような囲いの形状や構造を工夫しなけ

ればならない。

〔注意〕ⅰ 　サークル後部については、中心から最低3.0m離れてさ
えいれば、それがパネルであるか網目であるかは大きな

問題ではない。

ⅱ　従来の形状に比較して、同程度の防護機能を備え、危

険区域が拡大していなければ、新式の形状が IAAFの公認
となる。

ⅲ　特にトラック側に面する側の囲いは、円盤投の競技中

に、隣接したトラックで競技中の競技者により大きな保

護を与えられるように、長くしてもよいし高くしてもよ

い。
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〔国際〕　囲いの形状は図示してあるように U字型とする。U字型
の門口は6mとし、投てきサークルの中心から7m前方の位
置とする。

4.  囲いの網目は適切な天然または合成繊維でつくられた紐、また
は柔軟で伸張力のある鋼製ワイヤーとする。網目の大きさは鋼

製ワイヤーの場合は50㎜、紐でつくられた場合は44㎜とする。
〔注意〕　網目と安全検査手順の詳細は IAAF陸上競技施設マニュア

ルに定められている。

5.  この囲いからの円盤の投てきで、同一競技会に右投げ、左投
げの競技者が参加している場合、危険な範囲は最大69度である。
競技場内の囲いの設置位置および取りつけ調整は、安全確保の

ため、十分な配慮が必要である。

第191条　ハンマー投

競技会

1.  試技開始の位置にある競技者は、予備のスウィングやターンに
先だってサークル内または外の地面にハンマーの頭部をつけて

もよい。

2.  ハンマーの頭部が地面やサークルの縁枠の上に触れても、不正
な投てきとはみなさない。競技者は、他の規則に反しない限り、

一旦動作を中断して再び投げの動作に入ることができる。

3.  ハンマーが投てき動作中あるいは空中で壊れた時は規則に従っ
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て投げられたものであれば1回の無効試技には数えない。この時
競技者が身体の平衡を失って本規則に反する動作をしたとして

も、無効試技には数えない。双方のケースで競技者は新試技が

許される。

ハンマー

4.  ハンマーは金属製頭部、接続線（ワイヤー）、ハンドルの3つ
の部分から構成される。

5.  頭部は、堅固な鉄または真ちゅうより軟らかくない他の金属も
しくは、前記の金属の殻（から）に鉛その他の固い材質をつめた

ものとする。ハンマー頭部の重心は、球形の中心から6㎜以内と
する。すなわち、ハンドルとワイヤーを取り外した頭部が、水

平に置かれた薄刃状の縁を持つ直径12㎜の筒の上で安定できな
ければならない（図参照）。充填物を使用する場合は、内部で動

かないようにするとともに、重心に関する要件を満たさなけれ

ばならない。

6.  接続線の直径は3㎜以上で、継ぎ目または節のないばね鋼線で
あって、投てき中に感知し得るほど伸びてはならない。この鋼

線は、それを取りつけるために一端あるいは両端をねじ曲げて

もよい。ワイヤーは旋回軸で頭部に取り付けるものとする。旋

回軸は通常のベアリングでもボールベアリングでもかまわない。

7.  ハンドルは、頑丈で、蝶つがいをつけてはならない。3.8kNの
負荷を掛けた時、ハンドルの合計歪みは3㎜を超えてはならない。
ハンドルを接続線につける方法としては、つけた個所が接続線

の環の中で移動してハンマーの全長が長くなることのないよう

にしなければならない。ハンドルはループでワイヤーに取り付

けるものとする。旋回軸の使用は認められない。

  ハンドルは、左右対称のデザインでなければならず、わん曲し
ていてもまっすぐでもよい。ハンドルの最小破壊強度は8kN（800
㎏ f）とする。

〔注意〕　規制に合致していれば、他の形状も許可される。
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ハンドル・グリップ

ブレース

ループ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8.  ハンマーは別掲（238ページ）の仕様に一致しなければならな
い。

〔注意〕　用具の重量はハンマーの頭部、ワイヤー、ハンドルの総重

量である。

ハンマー
頭     部

12mm

中 

心
ハンマー重心検査具

第192条　ハンマー投用囲い

1.  ハンマー投は観衆、役員、競技者の安全を確保するために囲い
の中から投げる。この規則で明記された囲いは、この種目が競

技場の外で観客と一緒になって実施される時に、あるいはこの
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種目が競技場の中で他の種目と同時に実施される時に使用する

ことを目的とする。そうでない時、特に練習場では、もっと簡

単な構造でもよい。本連盟もしくは IAAFから指導があった場合
にはそれに従う。

2.  囲いは、重量7.260㎏のハンマーが秒速32mの速度で動く力
を防止できるように設計し、製作し保守管理されなければなら

ない。この仕様は、ハンマーを制止するために囲いの鋼材に当

たり競技者の方へはね返ったり、囲いの上部から外側に飛び出

したりしないようにする。この規則の必要事項を満たせば、囲

いの形状や構造はどのようにしてもよい。

3.  囲いの形状は図示してあるように U字型とする。門口は6mと
し、投てき用のサークルの中心から4m200前方の位置とする。
開口部の幅6mは囲いのネットの内側で計らなければならない。
パネルあるいは掛け網のもっとも低い部分の高さは、囲いの後

部のパネルか掛け網部分は7m以上、ピボット点につながる最前
部の2mの部分は9m以上とする。

  ハンマーが囲いの継手個所や、パネルあるいは掛け網の下部を
突き抜けるのを防止するような囲いの形状や構造を工夫しなけ

ればならない。

〔注意〕　サークル後部については、中心から最低3.5m離れてさえ
いれば、それがパネルであるか網目であるかは大きな問題で

はない。

〔国際〕　囲いの形状は図示したようにU字型とする。門口は6mと
し、投てき用のサークルの中心から7m前方の位置とする。
パネルあるいは掛け網のもっとも低い部分の高さは、囲いの

後部のパネルか掛け網部分は7m以上、ピボット点につなが
る最前部の2m800の部分は10m以上とする。
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4.  2枚の幅2mの可動パネルを囲いの前方に取りつけ、試技の際
にどちらか1枚を動かす。パネルの高さは、安全を確保するため
に9m以上とする。

〔注意〕ⅰ 　左側の可動パネルは右投げの競技者、右側のパネルは
左投げの競技者のために使用される。右投げ、左投げ両

方の競技者が参加している競技会で、1方の可動パネルと
他方を動かす必要がある場合、パネルを動かすには手間

をかけないことが求められ、かつ最短時間で作業するこ
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とが重要である。

ⅱ　両可動パネルの基本の位置は図に示されたとおりであ

るが、競技中常に一つのパネルは閉じている。

ⅲ　可動パネルを競技中に固定するような設計にしなけれ

ばならない。地面に一時的または恒久的に可動パネルの

固定位置の印をつけるとよい。

ⅳ　これらのパネルの構造および操作は前後左右が移動で

き垂直および水平の軸に取りつけ、取りはずしができる

ようにする。必要事項としては使用するパネルはハンマー

が当たった際にはそれを制止でき、固定式、可動式パネ

ルの間をハンマーが突き抜ける危険のないようにしてお

かなければならない。

ⅴ　従来の形状に比較して、同程度の防護機能を備え、危

険区域が拡大していなければ、新式の形状は IAAFの公認
となる。

〔国際〕　2枚の幅2mの可動パネルを囲いの前方に取りつけ、試技
の際にどちらか1枚を動かす。パネルの高さは、安全を確保
するために10m以上とする。

5.  囲いの網目は、適切な天然繊維または合成繊維でつくられた紐、
または柔軟で伸張力のある鋼製ワイヤーとする。網目の大きさは

鋼製ワイヤーの場合は50㎜、紐でつくられた場合は44㎜とする。
〔注意〕　網目と安全検査手順の詳細は IAAF陸上競技施設マニュア

ルに定められている。

6.  同じ囲いを円盤投に利用する場合は、設置装置を二つに使い分
けてよい。もっとも単純な方法としては、2.135mと2.500mの
同心円のサークルを使うことにすればよい。囲いの間口が完全

に開くようパネルを固定して円盤投に使用できる。

  同じ囲いの中でハンマー投と円盤投を別々のサークルを使う場
合、二つのサークルは投てき方向に向かってそれぞれの中心を

2.370m離して前後に設置し、円盤投のサークルを前方に設置す
る。この場合は囲いの両側を延長するために可動パネルを円盤

投に使用してもよい。

〔注意〕　後部のパネルあるいは網目の配置は、同心サークルあるい
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は別々のサークルの場合はハンマー投のサークルの中心か

ら最低3.5m離れていればよい。（2004年以前の規則で作ら
れた別々のサークルならば、後方の円盤投のサークルから

3m） 〔参照　第192条4〕
〔国内〕　本連盟では円盤投の囲いと兼用型（図1）を導入している

ので、移動（キャスター付）できるものを設備する。

7.  この囲いからのハンマーの投てきで、同一競技会に右投げ、左
投げの競技者が参加している場合、危険な範囲は最大53度であ
る。競技場内の囲いの設置位置および取りつけ調整は、安全確

保のため、十分な配慮が必要である。

第193条　や　り　投

競技会

1. ⒜ 　やりは片手で握りのところを握らなければならない。やり
は肩または投げる方の腕の上で投げなければならず、振りま

わしたりして投げてはならない。上記以外の投げ方は認めら

れない。

⒝　やり投は、やりの頭部が他のどの部分よりも先に地面に落

下した場合のみ有効とする。

⒞　投げる用意をしてからやりが空中に投げられるまでの間に、

競技者はその背面がスターティング・ラインに向けるように

完全に回転させることはできない。

2.  やりが投てき動作中あるいは空中で壊れた時は規則に従って投
げられたものであれば1回の無効試技には数えない。この時競技
者が身体の平衡を失って反則の動作をしたとしても無効試技と

はせず、新試技が許される。

や　り

3.  やりは頭部、柄、グリップという三つの主要部分によって構成
されるものとする。

4.  柄の部分は、中が詰まっていても空洞でもよく、全体が固定さ
れ一体化されるような金属あるいは他の適した材質とする。柄

の表面は、くぼみ、でこぼこ、みぞやうね、穴やざらざらがあっ

てはならず、全体的に滑らかで（第188条4参照）均一な仕上が
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りでなければならない。

5.  柄は、先端に向け尖った金属の頭部とつながっていなければな
らない。先端部分はすべて金属でなければならない。頭部の表

面が全体的に滑らかで（第188条4参照）均一であることを条件
として、穂先の先端に別の合金で補強した先端を取り付けても

よい。先端の角度は40度を超えないものとする。
6.  グリップの厚さは均一でなければならない。握りは重心のまわ
りを巻き、その直径は柄の直径より8㎜を超えてはならない。握
りはどのような種類であろうと一律に滑らない表面で、たれ下

がり、きざみ目、くぼみのないようにする。

7.  切断面は、どこでも完全に円形でなければならない。柄の最大
直径は握りの直前でなければならない。握りの下の部分を含む柄

の中央の部分は、筒状かやりの後方に向かって幾分細くなるよう

にするが、直径の減少は握りの直前、直後について0.25㎜を超
えてはならない。握りのところから、やりは先端と末端に向かっ

てだんだん細くする。

  握りのところから先端および末端に至る縦断面は、まっすぐか
少し凸面状に丸みをつけてもよいが、やりの長さの全体を通し

て直径に急な変化をつけてはいけない。ただし、穂先の直前の

部分および握りの直前、直後の部分を除くやりの穂先の後ろの

部分は、柄の直径より2.5㎜を超えないようにし、この部分のや
りの縦断面に要求されている直線の延長からそれる箇所が穂先

から300㎜未満になるようにする。
〔注意〕ⅰ 　やりのどの部分でも切断面は円形であるべきであるが、

どの切断面においても最大直径と最小直径の差が2％ま
で許容される。最大直径と最小直径の平均値は、指定さ

れたどの切断面においても、表に示す仕様が満たされな

ければならないものとする。

ⅱ　やりの縦断面は、長さ500㎜の金属製直定規と0.20㎜
と1.25㎜厚のフィーラーゲージで迅速かつ容易にチェッ
クできる。少し凸面状になっている部分については、直

定規をしっかりとやりに短い長さでもよいから固定して

チェックする。縦断面が直線となっている部分は、直定
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規をやりにしっかりとつけてチェックする。やりと直定

規の間に0.20㎜のゲージが入る隙間があってはならない。
ただしこれは穂先と柄の接合部分については適用しない。

このポイントでは1.25㎜が入る隙間があってはならない。
8.  やりは別掲（238ページ）の仕様に一致しなければならない。
9.  やりに可動部分あるいは投てき中に重心や投てきに対する性能
が変えられるような装置をつけてはならない。

10. 金属製穂先の角度は40度を超えてはならない。穂先の先端か
ら150㎜のポイントでの直径は柄の一番太いところの80％を超
えてはならない。重心と金属製穂先の先端との中間点において、

直径は柄の一番太いところの90％を超えてはならない。
11. 末端に向かって細めるのは、重心と末端の中間点では柄の最
大直径の90％以上とする。やりの末端から150㎜のところでは、
柄の最大直径の40％以上とする。やりの柄の末端の直径は3.5
㎜以上とする。
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長さ 直径 最大 最小
Ｌ０ 全長 Ｄ０ グリップの直前の柄 － －
Ｌ１ 尖端から重心まで Ｄ１ グリップの直後の柄 Ｄ０ D0-0.25mm

1/2 Ｌ１ L1 の中間部分 D ２ グリップの直後の柄 0.8　Ｄ０ －
Ｌ２ 末尾から重心まで Ｄ３ 頭部の最後部 － －

1/2 Ｌ２ L2 の中間部分 Ｄ４ 頭部の直後の柄 － Ｄ３-2.5mm
Ｌ３ 頭部 Ｄ５ 尖端から重心までの中間部分 0.9　Ｄ０ －
Ｌ４ グリップ Ｄ６ グリップの表面 Ｄ０＋ 8mm －

D7 末尾から重心までの中間部分 － 0.9　Ｄ０
Ｄ８ 末尾から 150mm － 0.4　Ｄ０

重心 重心 Ｄ９ 末尾の部分 － 3.5mm
注意：直径の計測は 0.1 mm 単位でなければならない
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